
津市こども料理体験教室補助金交付要綱 

平成２７年５月２８日訓第５４号  

 改正 平成２９年３月３１日訓第３９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の地域住民によって構成される団体（以下「団体」

という。）が実施するこども料理体験教室を支援することにより、児童の健

全な育成を図るため、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。

以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交付することに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「こども料理体験教室」とは、児童が主体的に調理

に参加することによって当該児童の自立及び成長を促すことを目的とする料

理教室で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

⑴ 本市の区域内で実施するものであること。 

⑵ 本市の区域内に住所を有する小学生以下の児童（本市の区域内に存する

小学校又は義務教育学校の前期課程に通学する児童を含む。）が１０人以

上参加するものであること。 

⑶ 児童の保護者又は団体の構成員が児童の調理作業を見守りながら進行す

るものであること。 

（名称） 

第３条 第１条の補助金は、「こども料理体験教室補助金」（以下「補助金」

という。）と称する。 

（交付の対象） 

第４条 補助金は、こども料理体験教室を実施する団体で、当該こども料理体

験教室の実施に関し、この要綱に基づく補助金以外の金銭援助を本市又は他

の地方公共団体から受けていないものに対し、こども料理体験教室の実施に

係る費用をその対象として、これを交付するものとする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、こども料理体験教室１回の実施につき２万円を限度と

し、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。 



２ 一の団体に係る補助金の交付は、同一年度につき３回を限度とする。 

（交付申請の期限） 

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日とは、こども料理体験教室を実施

する日の２０日前とする。 

（添付書類） 

第７条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる

書類とする。 

⑴ 団体の規約又はこれに類する書類 

⑵ 団体の構成員名簿 

⑶ 団体の活動実績を証する書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

こども料理体験教室を実施した日から起算して２０日を経過した日又は補助

金の交付の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、当該

実施に係る費用を支払ったことを証する書類の写しを添えてこれを行わなけ

ればならない。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月３１日訓第３９号） 

 この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 


